
認定薬局について



がん等の専門的な薬学管理に関係

機関と連携して対応できる薬局
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入退院時の医療機関等と地域の薬局
と連携しながら患者を一元的・継続的
に対応できる薬局



① 申請者は、健康福祉センター（環境保健所）又は下関保健所へ認定申請書
や基準適合表を提出し、併せて、手数料を納付
※更新手数料も同額

② 健康福祉センター等が形式的な審査を行い、県庁薬務課へ送付

③ 薬務課は、薬局が認定の基準に適合しているか審査

④ 薬務課は、審査後、認定証を発行し、健康福祉センター等へ送付

⑤健康福祉センター等から申請者へ認定証を交付

認定薬局申請の流れ



地域連携薬局／専門医療機関連携薬局と称することができる。
※認定を受けていない薬局は、紛らわしい名称を称してはならない。

〇認定を受けた薬局は、認定証の掲示が必要。

〇薬局の内側と外側に次の事項を掲示

・地域連携薬局／専門医療機関連携薬局である旨
・地域連携薬局／専門医療機関連携薬局の機能の説明
・専門医療機関連携薬局の場合、傷病の区分

認定薬局を受けると



患者が安心して相談しやすい体制

＜地域＞ 構造設備（プライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮）
＜専門＞ 構造設備（個室等のプライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮）

医療提供施設(医療機関、薬局等)との連携体制(顔の見える関係づくり)

＜地域＞ 地域包括ケアシステム会議等への継続的な参加
医療機関や薬局との情報共有の体制（外来、入院、退院、在宅）、
医療機関への情報提供の実績：月30回以上

＜専門＞ 医療機関（がん診療連携拠点病院等）との会議への継続的な参加
医療機関や薬局との情報共有の体制
医療機関への情報提供の実績：がん患者の半数以上

地域でいつでも相談・調剤できる体制（薬局間の連携など）

＜地域＞ 時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、他薬局への薬剤の提供、地域のDI室
としての役割、特殊な調剤への対応（麻薬、無菌製剤処理）

＜専門＞ 時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、抗がん剤等の提供、特殊な調剤への
対応（麻薬）、抗がん剤等に係る地域のDI室としての役割

認定薬局の基準の考え方



一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制

＜地域＞ 常勤薬剤師の勤務体制（半数が継続1年以上勤務）、研修修了薬剤師
（常勤薬剤師の半数修了）、計画的な研修受講、医療安全対策

＜専門＞ 常勤薬剤師の勤務体制（半数が継続1年以上勤務）、
がんの専門性を有する薬剤師、計画的ながんの専門性に係る研修受講、医
療安全対策

在宅医療に対応する体制
＜地域＞ 在宅訪問の実績（月2回以上）、医療機器・衛生材料の提供

認定薬局の基準の考え方



健康サポート薬局について



健康サポート薬局は、厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている
薬局として、「かかりつけ薬剤師・薬局」の機能に加えて、市販薬や健康食
品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に
相談できる薬局のことです。
皆さんの健康をより幅広く、積極的にサポートしています。

「健康サポート薬局」について

※「かかりつけ薬剤師・薬局」とは、薬による
治療のこと、健康や介護に関することなどに
豊富な知識と経験を持ち、患者さんや生活
者のニーズに沿った相談に応じることができる
薬剤師・薬局のこと。



健康サポート薬局の要件について

（１）かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的機能

① かかりつけ薬剤師選択のための業務運
営体制

② 服薬情報の一元的・継続的把握の取組
と薬剤服用歴への記載

③ 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の
フォローアップ

④ お薬手帳の活用
⑤ かかりつけ薬剤師・薬局の普及
⑥ 24時間対応
⑦ 在宅対応
⑧ 疑義照会等
⑨ 受診勧奨
⑩ 医師以外の多職種との連携

（２）健康サポートを実施する上での地域における連
携体制の構築
① 受診勧奨
② 連携機関の紹介
③ 地域における連携体制の構築とリストの作成
④ 連携機関に対する紹介文書
⑤ 関連団体等との連携及び協力

（３）健康サポート薬局に係る研修を修了し、一定
の実務経験を有する薬剤師の常駐

（４）個人情報に配慮した相談窓口
（５）薬局の外側と内側における表示
（６）要指導医薬品等、介護用品等の取扱い

① 要指導医薬品等の取扱い
② 専門的知識に基づく説明

（７）開店時間
（８）健康サポートの取組

① 健康の保持増進に関する相談対応と記録の
作成
② 健康サポートに関する具体的な取組の実施
③ 健康サポートに関する取組の周知
④ 健康の保持増進に関するポスター掲示、パン
フレット配布



引き続き推進

患者のための薬局ビジョン 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局

高度な薬学的管理のための薬剤師の専門性の確保

専門医療機関との情報連携

同左

同左

患者の服薬情報等の一元的・継続的把握と指導

患者の服薬情報等の処方医等への提供

夜間・休日への対応

在宅医療への対応

医療機関等との情報連携、処方提案

同左（※）

同左（※）

同左

同左

同左

健康相談対応、受診勧奨

健康サポートに関する研修を修了した薬剤師の常駐

地域住民に対するお薬相談会等の実施

要指導医薬品等、衛生材料、介護用品等の供給

健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局

健康サポート機能

高度薬学管理機能 専門医療機関連携薬局の機能

かかりつけ薬剤師・薬局の機能 地域連携薬局の機能

健康サポート薬局と地域連携薬局の違いについて

※ 今回の改正で薬剤師の義務として規定



要 件 地域連携薬局 健康サポート薬局

設 備
・プライバシーの配慮
・高齢者等への配慮

・プライバシーの配慮

開局時間
・平日は1日8時間以上、
土日いずれか一定時間開局、
週45時間以上開局

・平日は連続した開局時間
・土日いずれか4時間以上開局

時間外対応
・開店時間外の相談応需体制
・休日夜間の調剤応需体制

健康サポート薬局と地域連携薬局の違いについて



要 件 地域連携薬局 健康サポート薬局

販売体制
・麻薬の調剤応需体制
・高度管理医療機器等の販売
体制

・要指導医薬品・衛生材料等

その他の体制
・地域の薬局との情報連携・
医薬品提供体制
・無菌製剤処理の実施体制

・健康サポートを行う上での地域
における連絡体制

薬剤師

・1年以上勤務の常勤薬剤師を
半数以上配置
・地域包括ケア研修を修了した
常勤薬剤師を半数以上設置

・健康サポート研修を修了し、
5年以上の実務経験を有する
薬剤師の常駐

健康サポート薬局と地域連携薬局の違いについて



要 件 地域連携薬局 健康サポート薬局

研 修
・全ての薬剤師が地域包括ケア
研修を受講

・健康サポート研修修了薬剤師
が複数名いることが望ましい

実 績

・地域包括ケア会議への参加
・情報共有の実績 月平均30
回以上
・在宅医療の実績 月平均
2回以上

・在宅医療の実績
・健康サポートの取組み実績

手数料 ￥11,070/年 なし

健康サポート薬局と地域連携薬局の違いについて



二次保健医療圏 構成市町
健康サポート
薬局数

県健康エキスパート
薬剤師数

①岩国保健医療圏 岩国市、和木町 ２ １６

②柳井保健医療圏
柳井市、周防大島町、
上関町、 田布施町、平生町 ２ ９

③周南保健医療圏 下松市、光市、周南 ７ ２５

④山口・防府保健医療圏 山口市、防府市 ５ ５２

⑤宇部・小野田保健医療圏
宇部市、美祢市、
山陽小野田市 １２ ４２

⑥下関保健医療圏 下関市 8 ４９

⑦長門保健医療圏 長門市 １ ６

⑧萩保健医療圏 萩市、阿武町 ３ １

計 40 200

（R3.7.6時点）山口県内の健康サポート薬局・健康エキスパート薬剤師数（R3.8.26現在）



（参考）薬局のアンケート結果について

１ 概要
・薬局の認定薬局等への取組意向
について確認

２ 調査項目
・認定薬局、健康サポート薬局の
取得に向けた課題と取得意向等

３ 調査方法
・依頼方法 電子及びFAX

４ 回収結果
有効回収数 207薬局/807薬局
（回答率 25.7%）
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すべて取得予定
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